
平成  年  月  日 

厚生労働大臣 殿 

Ｂ型肝炎訴訟の早期全面解決を求める 

要  請  書 
 

            要請団体 全国Ｂ型肝炎訴訟原告団 
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-2 伊藤ビル６階 

東京法律事務所内 
TEL：03-3355-0611 FAX：03-3357-5742 

 
【要請の趣旨】 
  ２００９年１１月３０日、肝炎対策基本法が成立しました。同法は、Ｂ型肝炎の蔓延が、集団予防接種の

際の注射器の連続使用によるものであり国が責任を負うべきことを明記しております。しかし、同法の成

立によって、肝炎問題がすべて解決したわけではありません。Ｂ型肝炎感染被害者の被害救済が未解決の

まま残されています。 

 ２００６年６月、最高裁は予防接種禍によるＢ型肝炎被害者について国の責任を断罪しましたが、原告

５名以外の同様の被害者については謝罪・調査はおろか何らの被害回復措置も講じていません。そのため、

現在５１１名（２０１０年９月１日現在）の予防接種禍によるＢ型肝炎被害者が、償いを求めて全国１０

地裁に全国Ｂ型肝炎訴訟を提起し闘っています。 

国はこの訴訟において最高裁判決で解決済みの争点すら蒸し返し、いたずらに解決を引き延ばしていま

す。かかる対応は断じて許されるものではありません。全国の原告の中には提訴後に肝がん、肝硬変で死

亡した原告がすでに１０名います。深刻な被害を抱えるＢ型肝炎被害者たちの被害回復が一刻の猶予も許

されない状況にあることは明白です。よって、私たちは、以下の事項を要請します。 

【要請項目】 
■ 国は、その加害者としての法的責任に基づき、直ちに全国Ｂ型肝炎訴訟において誠実な和解協

議を行い、被害者すべてを救済する内容の和解を成立させ、もってＢ型肝炎訴訟の全面解決を

図ってください。 
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